
 

 

 

 

 

 

 

 

※令和６年度から電子申請が可能となる手続き 

・令和 7年２月～  定期報告（全家畜の所有者） 

・令和 6年 10月～ 家きんの自己点検（家きんの所有者） 

・令和 7年 5月～  豚等の自己点検（豚等の所有者） 

・電子申請は必須ではありません 

・従前の形態での報告方法は継続されます 
・電子申請システムの具体的な内容については、7月 16 日（火）に 
山形テルサにて農林水産省が生産者向けの説明会（web 配信有り） 
を行います。詳しくは裏面をご覧ください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

最上家畜保健衛生所 

最上地域家畜畜産物衛生指導協会 

令和６年６月発行 

月発行 

令和７年２月からの定期報告等の手続き※

について電子申請が可能となります。 



飼養衛生管理等支援システム講習会

ブロック 日にち 場所

東北 7/16(火) 山形テルサ(山形)

１.講習内容等

・内 容：共通申請サービスの基礎操作、申請書の作成・申請、構成員の登
録業務 等

・持ち物：特になし

講習資料は印刷したものを当日配布します。また、講習で使用するパソコン
も当日会場に用意してありますので、手ぶらで来ていただけます。

２．日時場所

３.受講注意点

・本講習はハンズオン形式（※）で行います。１会場あたり定員は25名の
ため、ご参加いただけない場合もありますのであらかじめご了承くださ
い。

（※）説明を聞きながら、実際にその場で本システムを体験していただく研修です。

・当日はMicrosoftTeamsでもオンライン配信を行います。ご自身のパソコ
ンやスマートフォンでもご視聴いただけますが、通信費等はご利用者負
担となります。

・講習参加に必要な宿泊費、交通費は参加者負担となります。

・参加希望者は最上家畜保健衛生所までご連絡ください。
申込締め切り：６月２５日

申し込み、お問い合わせは
最上家畜保健衛生所
電話 0233-29-1357
FAX 0233-23-2944
E-mail ymogamikachiku@pref.yamagata.jp

・時 間：午前９時から正午まで


